
諮問事項

１　国民健康保険特別会計

⑴　予算編成の基本的な考え方

ア

イ

⑵　予算の概要

歳入の部 （単位：千円、％）

金額 構成比 金額 構成比

1 734,356 21.7 749,847 22.2 ▲ 15,491 ▲ 2.1

2 1 0.0 0 0.0 1 皆増

3 2,293,604 67.8 2,320,192 68.6 ▲ 26,588 ▲ 1.1

4 1 0.0 1 0.0 0 0.0

5 348,896 10.3 302,568 9.0 46,328 15.3

6 1 0.0 1 0.0 0 0.0

7 6,007 0.2 6,007 0.2 0 0.0

3,382,866 100.0 3,378,616 100.0 4,250 0.1

※　▲は、減を示しています。

歳出の部 （単位：千円、％）

金額 構成比 金額 構成比

1 14,721 0.4 23,864 0.7 ▲ 9,143 ▲ 38.3

2 2,247,793 66.5 2,261,816 66.9 ▲ 14,023 ▲ 0.6

3 1,073,460 31.7 1,045,692 31.0 27,768 2.7

4 38,827 1.2 39,671 1.2 ▲ 844 ▲ 2.1

5 1 0.0 1 0.0 0 0.0

6 4,064 0.1 3,572 0.1 492 13.8

7 4,000 0.1 4,000 0.1 0 0.0

3,382,866 100.0 3,378,616 100.0 4,250 0.1

※　▲は、減を示しています。
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令和５年度東郷町国民健康保険特別会計当初予算(案）について

　少子化や団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行等により、被保険者は年々
減少していますが、国民健康保険制度を将来にわたり、安定的で持続可能な社会
保障制度としていくため、国民健康保険税率を見直し、適正かつ円滑な事業運営
を図ることを主眼に編成しました。

　国民健康保険の加入者は、一般被保険者数６，７６５人、介護保険第２号被保
険者数は、２，２４８人と推計しました。

　国民健康保険特別会計の予算規模は３３億８，２８６万６千円であり、令和４年
度当初予算に比べて４２５万円、率にして０．１％の増となりました。
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資料２

＜歳出＞

・総務費

　保険証の一斉更新やシステム改修に係る委託料の減額により9,143千円の減額

・保険給付費

　療養給付費の減額等により14,023千円の減額

・国民健康保険事業費納付金

　一般被保険者医療給付費分納付金の増額等により27,768千円の増額

・保健事業費

　特定健康診査等事業費の減額等により844千円の減額

　基金繰入金の増額等により46,328千円の増額

○増減額の主な理由

＜歳入＞

・国民健康保険税

　被保険者の減少により15,491千円の減額

・県支出金

　保険給付費等交付金の減額等により26,588千円の減額

・繰入金

国民健康保険税

21.7%

県支出金

67.8%

繰入金

10.3%

その他

0.2%
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66.5%

国民健康保険事業費納付金

31.7%

保健事業費

1.2%

その他

0.6%

歳出予算額構成比

予算額

33億8,286万6千円

予算額

33億8,286万6千円


